
 

 
 

中小企業診断士の資格を持った相談員が、 

どんな相談でも、無料で、何回でも相談をお受けしています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
～～ こんな相談をお受けしております ～～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

☞国、県をはじめ、事業者向けの助成・補助制度は数多くあります。経営面でのお悩みのご相談が 

漠然とした内容であっても、活用できる補助制度等をご紹介できることもあります。 

☞補助金等の申請については、事務的内容に留まらず、そのベースとなる経営戦略や事業計画等につ

いてのアドバイスが可能です。 

☞小田原箱根商工会議所や小田原市橘商工会、神奈川産業振興センター、よろず支援拠点、神奈川県

信用保証協会、小田原青色申告会など、さまざまな機関と連携して経営をご支援いたします。 

 

 

開設日 毎週火・木曜日 ９時から 17 時まで（祝日除く） 

場所 小田原市役所 4 階 経済部産業政策課 

相談方法 
直接ご来所いただくかお電話で対応します。 

当日のご対応も可能ですが、ご予約の方が優先となります。 

新しい事業を始めるために 

必要な資金を調達したい！ 
 

成り行き経営では無く、 

事業計画書を作りたい！ 

創業・事業承継したいけど、 

どうしたら良いの？ 

業績不振… 

経営を立て直したいけど、何から 

どうしたら良いのかわからない… 

問い合わせ先（相談予約受付） 

小田原市経営改善相談窓口（小田原市産業政策課） 

☎０４６５－３３－１７５７ 

月～金 ８：３０～１７：１５（祝日除く） 

市内の事業者、創業希望の皆様へ  

経営でお悩みのこと、ご相談ください！！ 

市ホームページも 
ご覧ください▼ 


